
コンベンション開催の1ヶ月前までに必要書類を提出

・ コンベンション開催支援申請書（第1号様式）

・ 収支予算書（第1-1号様式）

・ 開催要項

・ その他会長が必要と認める書類

　申請内容を審査したうえで交付決定し、通知書を送付します。

変更承認申請

コンベンション終了後30日以内に必要書類を提出

・ 実績報告書（第3号様式）

・ 収支決算書（第3-1号様式）

・ 助成対象経費のうち助成金相当以上の領収書（写）等

・ 宿泊確認書（第3-2号様式）

・ 宿泊人数証明書（第3-3号様式または第3-4号様式）

・ プログラムなど大会資料

・ 大会当日の記録写真

　実績内容を審査したうえで交付金額を確定し、通知書を送付します。

コンベンション開催支援助成金　請求書

※　詳細はコンベンション開催支援助成金交付要綱をご確認ください。

【注意事項】

コンベンション開催

コンベンション開催支援助成金交付手続きの流れ

　請求書到着後、指定口座への振込に約1週間から2週間の期間がかかりま

す。

　コンベンション開催の1ヵ月前までに、コンベンション開催支援申請書

等、必要書類を提出してください。ただし、予算を超えた場合は受付できま

せん。

 

　コンベンション終了後、30日以内または、3月31日までのいずれか早い日

までに、コンベンション開催支援実績報告書や、実施中の写真・全体写真な

ど、第三者が見て実施したことがわかる記録写真等の必要書類を提出してく

ださい。

　期限までに提出がない場合、助成金を申請する権利を自ら放棄したものと

みなすことがあります。

②交付決定通知　送付
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①申請書　提出

③実績報告書　提出

　振込先の口座が個人名義、または、申請者と異なる団体名義の場合は委任

状の添付が必要です。

④交付確定通知　送付

⑤助成金　請求

⑥助成金　支払い

①申請書 提出

②交付決定通知 送付

③実績報告書 提出

④交付確定通知 送付

⑤助成金 請求

⑥助成金 支払い

変更等申請書 提出

変更等通知書 送付

（変更・中止・取消のある場合）


